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入札参加資格 

 

１ 入札参加者の構成等 

⑴ 参加者の構成と定義 

参加者は、本事業を実施するために必要な能力を備えた単独企業、共同企業体又は、

企業グループとする。 

ア 企業グループは、本事業の総合評価一般競争入札方式に参加するために複数の企

業で構成されたグループを指し、代表企業と構成企業から成るものとする。 

イ 参加者は、下記２⑴及び⑵の参加資格要件を満たす者とする。 

ウ 参加者のうち、構成企業は下記２⑴及び⑵のうち、当該構成企業が担当する業務に

関する参加資格要件を満たす者とする。 

エ ひとつの企業が、複数の参加者の代表企業又は構成企業となってはならない。 

⑵ 構成企業等の明示 

参加者は、参加表明書等の提出時に、代表企業又は構成企業のいずれの立場であるか

を明示するものとする。 

⑶ 構成企業の変更及び追加 

参加資格審査結果の通知日以降に、参加者の全部又は一部が参加資格要件を満たさ

なくなったときは、原則として当該参加者を最優秀提案者決定のための審査の対象か

ら除外する。また、参加資格審査結果の通知日以降の参加者の構成企業の入替、追加、

脱退及び担当業務の変更（以下「構成企業の変更等」という。）は、原則として認めな

い。 

ただし、次の場合において、事前に市と協議を行い、市が指定する書類を市に提出す

ることにより申請を行ったときは、構成企業の変更等を認めることがある。 

ア 参加資格審査結果の通知日から入札書及び提案審査書類（以下「提案審査書類等」

という。）の受付締切日の前日まで 

市は、参加資格審査結果の通知日以降に参加者が構成企業の変更等を申請した場

合において、その理由がやむを得ないと認めるときは、変更後の参加者の参加資格を

確認した上で、提案審査書類等の受付締切日の前日までにこれを承認することがあ

る。ただし、代表企業の変更は例外なく認めない。 

イ 提案審査書類等の受付締切日から最優秀提案者との契約締結日まで 

市は、提案審査書類等の受付締切日以降に参加者の構成企業の一部が参加資格を

喪失した場合で、参加者が構成企業の変更等（参加資格を喪失し脱退する構成企業に

限る）を申請したときは、提案内容の継続性及び参加資格を喪失しなかった構成企業

の責に帰すべき事由の有無等を勘案し、その理由がやむを得ないと認めた場合に限



り、変更後の参加者の参加資格を確認した上で、最優秀提案者との契約締結日までに

これを承認することがある。 

 

２ 参加者の備えるべき参加資格要件 

参加者は、次の各号で規定する参加資格要件を、参加表明書等の提出時に満たしていな

ければならない。また、参加資格審査書類に事実と異なる記載のある者は、当初から参加

がなかったものとみなす。 

⑴ 共通の参加資格要件 

以下に掲げる者でないこと。  

ア 地方自治法施行令第１６７条の４第 1項の規定に該当する者 

イ 市との契約に関して地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該

当すると認められる者で市長が指定する日後３年を経過しないもの又は前述に該当

する者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者 

ウ 尼崎市暴力団排除条例（平成２５年尼崎市条例第１３号）第２条第４号に規定する

暴力団、同条第５号に規定する暴力団員又は同条第７号に規定する暴力団密接関係

者 

エ 国税（本市の区域内に事業所等を有する者にあっては、市税を含む。）の滞納があ

る者 

オ 会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始

の申立てがなされている者 

カ 建設業法第２８条第３項の規定による営業停止の処分を受けている者 

キ 尼崎市入札参加停止等の措置に関する要綱（令和３年１月１４日施行）に基づく参

加停止又は指名回避を受けている者 

ク 清算中の株式会社である企業について、会社法（平成１７年法律第８６号）第５１

１条に基づく特別清算開始の申立てがなされている者 

ケ 私的独占禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵

触する行為を行っている者 

コ 本事業について発注者支援業務を委託した株式会社安井建築設計事務所と資本面

若しくは人事面において密接な関連がある者 

⑵ 個別の参加資格要件 

参加者のうち次のアからウに掲げる者は、それぞれ以下に掲げる各要件を満たすこ

と。 

ア 市と直接契約を締結する者 

尼崎市契約規則第４条に規定する令和６・７年度競争入札参加有資格者名簿（以下

「登録業者名簿」という。）に登載された者であること。 

イ 実施設計業務・工事監理業務を行う者 



実施設計業務・工事監理業務を行う者は、以下に示す要件について、いずれにも該当

すること。（事前調査業務、事業に要する申請等の手続業務、市が行う申請等の支援業

務を含む） 

なお、複数の者で実施する場合には、全ての者が（ア）の要件を満たし、かつ少なく

とも１者は全ての要件を満たしていること。 

（ア） 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の規定に基づく一級建

築士事務所の登録を受けていること。 

（イ） 国又は地方公共団体等が発注した施設（平成２６年４月以降に竣工したものに

限る。）で延べ面積１，０００㎡以上の新築の消防署又は延べ面積１，５００㎡

以上の新築の公共施設の実施設計業務を元請として履行した実績を有している

こと。なお、当該実績が他者と共同で履行した実績の場合は、当該共同企業体に

おける出資比率が２社共同企業体のときは３０％以上、３社共同企業体のとき

は２０％以上、４社以上の共同企業体のときは１５％以上であり、当該契約書の

写しの提出等その内容を証明できる場合に限ることとする。 

（ウ） 参加表明書等の提出時に、一般社団法人イニシアチブが実施するＺＥＢプラン

ナー登録業者であるか、又は協力事務所が当該登録業者であること。  

（エ） 設計業務の管理技術者は、下記の要件を満たしていること。 

   a 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第２項に規定する一級建築士

とすること。 

b 延べ面積１，０００㎡以上の新築の消防署又は延べ面積１，５００㎡以上の

新築の公共施設の実施設計業務で管理技術者又は主任担当技術者として携わ

った実績を有していること。 

c 代表企業又は構成企業のいずれかに所属し、恒常的な雇用関係が３か月以上

あること。 

ウ 建設業務を行う者 

建設業務を行う者は、以下に示す要件について、いずれにも該当すること。 

なお、複数の者で実施する場合には、全ての者が（ア）から（イ）までの要件を満

たし、かつ少なくとも１者は全ての要件を満たしていること。 

（ア） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定による特定建設業

の許可を受けた者であること。 

（イ） 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による被保険者となっ

たことの届出、健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による被

保険者の資格の取得の届出及び厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第

２７条の規定による被保険者の資格の取得の届出を行っている者であること

（これらの届出に係る義務を有する場合に限る。）。 

（ウ） 国又は地方公共団体等が発注した施設（平成２６年４月以降に竣工したものに



限る。）で延べ面積１，０００㎡以上の新築の消防署又は延べ面積１，５００㎡以

上の新築の公共施設の施工実績を有していること。なお、当該実績が他者と共同で

履行した実績の場合は、当該共同企業体における出資比率が２社共同企業体のと

きは３０％以上、３社共同企業体のときは２０％以上、４社以上の共同企業体のと

きは１５％以上であり、当該契約書の写しの提出等その内容を証明できる場合に

限ることとする。 

（エ） 直近の建設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査の結果による総合評定

値が、市内建設業者にあっては９００点以上、令和６年４月１日時点において市内

に本店を有していない者で、市内に支店、営業所、出張所又は工場等を有している

者（現に人員を配置して事業活動を行っているものに限る。）にあっては１，１０

０点以上、これらの者以外の者にあっては１，３００点以上の者であること。 

（オ） 登録業者名簿の「建築一式工事」に登録していること。 

 

３ 参加資格要件の喪失 

参加者は、２に掲げる参加者の備えるべき参加資格要件を失った場合、入札説明書等の

うち様式集（以下「様式集」という。）に定める参加資格喪失等通知書を提出することと

する。また、参加者に以下の⑴及び⑵で規定する行為があったときは、当該参加者の参加

資格を取り消すものとする。 

⑴ 参加表明書等の提出時から最優秀提案者決定までの間に、参加者に次の行為があっ

たときは、当該参加者の参加資格を取り消すものとする。 

ア 選定委員会の委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めること。 

イ 他の参加者と応募提案の内容又はその意思について相談を行うこと。 

ウ 選定終了までの間に、他の参加者に対して応募提案の内容を意図的に開示するこ

と。 

エ 応募提案に虚偽の記載を行うこと。 

オ その他審査結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

カ 代表企業が参加資格を喪失した場合は、原則として当該参加者の参加資格を取り

消すものとする。 

⑵ 参加者のうち構成企業が、参加資格審査結果の通知日から最優秀提案者との契約締

結日までの間に、参加資格要件を満たさなくなったときは、以下の場合を除き、原則と

して当該参加者の参加資格を取り消すものとする。 

ア 参加資格審査結果の通知日から提案審査書類等の受付締切日の前日までに参加資

格を喪失した場合 

（ア） 参加資格を喪失しなかった構成企業のみで入札説明書に定める参加資格要件

を満たしており、様式集に定める構成企業等変更承諾願を市に提出し、提案審査

書類等の受付締切日までに市が変更を認めた場合 



（イ） 参加資格を喪失した構成企業と同等の能力・実績を有し、参加資格要件を満た

す新たな構成企業を加えた上で、様式集に定める構成企業等変更承諾願を市に提出

し、提案審査書類等の受付締切日までに市が変更を認めた場合 

イ 提案審査書類等の受付締切日から最優秀提案者との契約締結日までに参加資格を喪

失した場合 

（ア） 参加資格を喪失しなかった構成企業のみで入札説明書に定める参加資格要件を

満たしており、様式集に定める構成企業等変更承諾願を市に提出し、最優秀提案者

との契約締結日までに市が変更を認めた場合 

（イ） 参加資格を喪失した構成企業と同等の能力・実績を有し、参加資格要件を満たす

新たな構成企業を加えた上で、様式集に定める構成企業等変更承諾願を市に提出

し、最優秀提案者との契約締結日までに市が変更を認めた場合 

以 上 


